
令和　７年　６月１９日

一般財団法人　公共用地補償機構

東京都文京区音羽２－２－２

Ｒ６Ｂ国道２０号日野ＢＰ（延伸）２期漁業補償調査算定他業務

東京都八王子市長沼町から同都八王子市北野町地先

補償関係コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年１２月　３日

履 行 期 間 (至) 令和　７年１２月２６日

２５，９９３，０００円（税込み）

　　　　　　　±　０円（税込み）

２５，９９３，０００円（税込み）

　本業務は、令和６年１２月２日付けで 一般財団法人公共用地補償機構と
契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえ
で、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行するこ
とが不可欠であることから、契約を変更するものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　記

１．履行期間
　　履行期間は、漁業影響検討委員会の開催にあたり、漁獲量を推計する必
　要が生じたため、計画道路と交差する河川のフィールド調査や推計を行う
　ため、１７９日間延長し令和７年１２月２６日までとする。

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

　本業務は、相武国道事務所施行の国道２０号日野バイパス（延伸）２期工事
により生じる漁業権の消滅又は制限の補償に関し、補償内容の検討及び補償金
算定等を行うものである。

業 種 区 分

業 務 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額


